
13 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

老
齢
福
祉
年
金
証
書
（
郵
便
局

で
年
金
を
受
け
る
と
き
の
緑
色
の

証
書
）
の
提
出
は
、
四
月
と
八
月

の
年
二
回
。
対
象
は
明
治
四
十
四

年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人

と
、
同
年
四
月
二
日
か
ら
大
正
五

年
四
月
一
日
生
ま
れ
で
七
十
歳

（
障
害
等
級
一
・
二
級
該
当
の
人

は
六
十
五
歳
）
か
ら
支
給
を
受
け

て
い
る
人
で
す
。

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
者
は
、

四
月
期
（
四
月
十
一
日
�
か
ら
支

給
）
の
年
金
を
受
領
後
四
月
二
十

日
�
ま
で
に
、
証
書
を
郵
便
局
に

あ
る
封
筒
（
切
手
不
要
）
で
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
た
年

金
証
書
は
、
八
月
期
の
年
金
額
を

記
入
し
て
八
月
上
旬
に
返
送
し
ま

す
。
な
お
、
証
書
の
提
出
が
な
い

と
、
八
月
期
の
年
金
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課

�
８
９
０
―
６
２
５
４
へ
。

□
保
険
料
の
段

階
的
引
き
上
げ

本
年
度
は
月

額
一
万
三
千
五

百
八
十
円
で
す
。

以
降
毎
年
度
月

額
二
百
八
十
円

ず
つ
引
き
上
げ
、

平
成
二
十
九
年

四
月
以
降
は
一

万
六
千
九
百
円

で
固
定
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
毎
年
度

保
険
料
改
定
率
が
掛
か
る
の
で
、
実

際
の
保
険
料
は
変
更
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

□
若
年
者
分
の
納
付
猶
予
制
度

失
業
な
ど
の
た
め
低
所
得
と
な
っ

た
若
年
者
（
三
十
歳
未
満
）
は
、
親

な
ど
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
、

保
険
料
を
猶
予
。
将
来
負
担
で
き
る

こ
と
に
な
っ
た
と
き
（
十
年
以
内
）

に
保
険
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
七
年
六

月
ま
で
の
時
限
措
置
と
な
り
ま
す
。

□
任
意
加
入
の
特
例

昭
和
三
十
年
四
月
二
日
か
ら
四
十

年
四
月
一
日
生
ま
れ
の
人
で
、
加
入

期
間
が
不
足
し
て
い
る
人
も
七
十
歳

に
な
る
ま
で
加
入
で
き
ま
す
。

□
第
三
号
被
保
険
者
の
届
け
出
漏
れ

の
救
済

今
後
二
年
間
は
、
過
去
の
第
三
号

被
保
険
者
と
し
て
の
未
届
け
期
間
も
、

届
け
出
を
す
る
こ
と
で
、
納
付
済
期

間
と
な
り
ま
す
。
二
年
経
過
後
は
、

や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
の

み
、
二
年
以
上
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

済
期
間
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。
届

け
出
先
は
前
橋
社
会
保
険
事
務
所（
�

２
３
１
―
１
７
０
５
）
で
す
。

□
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害

給
付
金

そ
の
期
間
内
に
初
診
日
が
あ
り
、

現
在
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

せ
ず
、
申
請
で
障
害
基
礎
年
金
一
・

二
級
程
度
の
障
害
に
あ
る
と
認
定
さ

れ
た
人
に
は
、
特
別
障
害
給
付
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
対
象
は
平
成
三
年

三
月
以
前
の
国
民
年
金
の
任
意
加
入

対
象
で
あ
っ
た
学
生
、
昭
和
六
十
一

年
三
月
以
前
の
国
民
年
金
任
意
加
入

対
象
で
あ
っ
た
被
用
者
の
配
偶
者
で
、

任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
人
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
４
へ
。

経
済
社
会
の
情
報
化
が
進
む
今
日
、

個
人
情
報
を
利
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
、
わ
た
し
た

ち
の
生
活
は
大
変
便
利
に
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
半
面
、
個
人

情
報
が
誤
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
、
取

り
返
し
の
つ
か
な
い
被
害
を
受
け
て

し
ま
う
恐
れ
も
あ
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
に
関
す
る
不
安
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。こ

う
し
た
中
、
四
月
一
日
か
ら「
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
個

人
情
報
保
護
法
）」が
施
行
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
の
条
文
な
ど
、
詳

し
く
は
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
で
き
ま
す
。
ア
ド
レ
ス
はhttp://

w
w
w
5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.

htm
l

で
す
。

□
ポ
イ
ン
ト

今
回
施
行
さ
れ
た
個
人
情
報
保
護

法
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
二
点

で
す
。

�
個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
し

な
が
ら
個
人
の
権
利
や
利
益
を
保
護

す
る
�
民
間
事
業
者
の
個
人
情
報
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
必
要
最
小
限
の

ル
ー
ル
を
定
め
、
事
業
者
が
自
律
的

に
取
り
組
む
こ
と
を
重
視
す
る
。

な
お
、
こ
の
法
律
に
違
反
し
た
場

合
に
は
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

□
苦
情
の
処
理

個
人
情
報
に
つ
い
て
の
苦
情
は
、

個
人
情
報
を
取
り
扱
っ
た
事
業
者
が

対
応
し
、
解
決
す
る
こ
と
が
原
則
で

す
。
ま
た
、
認
定
を
受
け
た
個
人
情

報
保
護
団
体
や
地
方
公
共
団
体
の
あ

っ
せ
ん
な
ど
で
解
決
す
る
方
法
も
図

ら
れ
て
い
ま
す
（
上
図
の
と
お
り
）。

□
本
市
の
個
人
情
報
保
護
条
例

本
市
で
は
、
す
で
に
平
成
十
年
四

月
に
個
人
情
報
保
護
条
例
を
施
行
し

て
い
ま
す
。
行
政
で
取
り
扱
う
個
人

情
報
の
保
護
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

を
規
定
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
、
自
己

に
関
す
る
個
人
情
報
の
開
示
な
ど
を

求
め
る
権
利
・
保
護
を
保
障
し
て
い
ま

す
。な

お
、
今
回
の
個
人
情
報
保
護
法

の
施
行
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
に
つ

い
て
、
法
律
と
規
定
内
容
を
合
わ
せ

る
た
め
、
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
情
報
政
策
課
�

８
９
０
―
５
８
８
０
、
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
�
２
３
０
―
１
７
５
５
へ
。

老
齢
福
祉
年
金
証
書
の
提
出

4
月
１
日
施
行
に

法
律
で
守
り
ま
す
個
人
情
報

みんなで支える
大切な社会保障

６
カ
月
以
下
の
懲
役
、�

ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金�

苦
情
の
処
理�

主
務
大
臣�

事業者による改善�

苦情処理の仕組み�

裁判手続き�

当事者間における解決�

不
正
な
個
人
情
報
の�

取
り
扱
い�

安心できる制度支えましょう


